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五
の 以 法 得 う
臨 外 律 職 す 努
時 の 第 員 る め
免 時 十 の こ て
許 間 五 う と い
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を に ） 共 容 と

四
す 育 号 で
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は ど り 一

職 、 満 、 人も
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の 則 歳 つ 上つ
う と 以 、 、い
ち し 上 常 満て
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に 第 育 部 第
従 三 等 科 一
事 条 を 学 項
す 第 総 省 に

二
号
の
職
員
の
う
ち
主
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す い 二 利 に め
る て 条 用 す ら
者 保 第 時 る れ
で 育 一 間 た る
あ に 項 以 め も
っ 従 に 外 に の
て 事 規 の 、 で
意 す 定 時 施 あ
欲 る す 間 設 る
、 者 る 帯 が こ
適 を 過 に 必 と

保 。 項 三
育 た の 歳
士 だ 普 以
と し 通 上
な 、 免 の
る こ 許 子
資 れ 状 ど
格 に を も
を よ い の
取 る う 保
得 こ 。 育
す と 以

三 三 子 二 歳級
歳 十 ど 人 以を
に 人 も 以 上編
満 以 の 上 で制
た 下 全 で 満し
な で 員 あ 四、
い あ が る 歳各
子 る 施 こ に学
ど こ 設 と 満級
も と の 。 たご
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一 の す 働 務
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た 定 の 三 と
な め 認 号 す
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者
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い
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性 保 疎 お 要 で
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能 士 域 て 措 り
力 で 保 置 る（
等 あ 以 育 を 。
を る 下 に 講 こ
考 者 従 じ の「
慮 と 過 事 て 場
し す 疎 す い 合
て る 地 る る に
適 こ 域 も こ お

に
る が 下 従
よ 困 同 事
う 難 じ す
努 で 。 る
め あ ） もて る 又 のい と は はる 認 助 、と め 教 幼認 ら 諭 稚め れ の

に
育 す 子少
に る どな
従 サ もく
事 ー おと
す ビ おもる ス む一も を ね人の 利 二のは 用 十職、 す 人員保 る に

子 認 の 以 も
ど 定 基 下 の
も の 準 「 （
お 基 ） 省 就
お 準 令 学
む は 」 前
ね 、 と の
三 次 い 子
人 に う ど
に 掲 。 も
つ げ ） に。

）
は
、
幼
稚
園
の
教
諭
の

当 と 」 の と い
と が と は 。 て
認 困 い 、 は
め 難 う 保 、
ら で 。 育 当
れ あ ） 士 該
る る 内 者（
も も で そ が
の の あ の 幼
） に る 所 稚
で あ 幼 在 園

園ら る 臨 のれ 場 時 教る 合 免 諭も は 許 のの 、 状 普又 幼 （ 通は 稚 同 免保 園 項
許育 の の
状士 教 臨

で 諭 時 （

に育 時 つそ士 間 きの 帯 一（ 教児 人（育童 以 以を福 下 上担祉 、「当法 共 満
さ第 通 四
せ十 利 歳
る八 用 以

き る 第 関
一 と 一 す
人 お 条 る
以 り で 教
上 と 定 育
、 す め 、
満 る る 保
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通
免
許
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又
は
助
教
諭
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こ は 又 過 諭
と 、 は 疎 の
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稚 可 域 通
園 外 自 免
の 保 立 許
教 育 促 状
諭 施 進 又
の 設 特 は

教あ の 免
育っ 普 許
職て 通 状
員幼 免 を
免稚 許 い
許園 状 う
法の 若 。

教 し 以 （
昭諭 く 下
和の は 同
二普 助 じ

こ条 時 上
との 間 の
。四 」 子
こに と ど
の規 い も
場定 う お
合す 。 お
にる ） む
お保 に ね
い育 お 三
て士 い 十

で く 合
満 。 的
三 ） な
歳 を 提
に い 供
満 う の
た 。 推
な 進
い に
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時
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許
状
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す
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普 で 別 保
通 あ 措 育
免 っ 置 士
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又 通 平 る
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助 用 十 格
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諭 間 年 取
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年許 の を
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む 施
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イ 二 こ

は 室 と
、 園 施 。

に 遊 設舎
掲 戯 がの
げ 室 幼面
る そ 稚積

十 十
た 一 ロ イ す
な る 施
い 満 子 子 場 設
子 二 ど ど 合 の
ど 歳 も も は 用
も に が に 、 に
一 満 移 対 こ 供

九
ハ ロ イ

保 る
育 保 学 者 学
室 育 校 校
又 所 教 教
は の 育 育
遊 長 法 法

八 七
的 る （
に 施 施 者 そ
発 設 設 と の
揮 の に す 所
さ 長 長 る 在
れ は を こ 地
る 、 一 と が

上 場
の 合
場
合 百

八
学 十
級 平
数 方
か メ
ら ー
二 ト
を ル

場 の 園（
合 他 で満
の の あ三
区 設 る歳
分 備 場に
に 及 合満
応 び はた
じ 満 、な
、 二 次い
そ 歳 に子
れ に 掲ど
ぞ 満 げ

人 た 動 し の さ
に な す て 限 れ
つ い る 教 り る
き 子 際 育 で 建
一 ど の 及 な 物
・ も 安 び い 、
六 の 全 保 。 運
五 保 が 育 動
平 育 確 を 場
方 を 保 適 及
メ 行 さ 切 び
ー う れ に 屋

戯 又 施 施
室 は 行 行
、 こ 規 規
運 れ 則 則
動 と 第 （
場 同 九 昭
又 等 条 和
は 以 に 二
屋 上 規 十
外 の 定 二
遊 能 す 年
戯 力 る 文

よ 次 人 が 過
う の 置 困 疎
管 い い 難 地
理 ず て で 域
又 れ い あ 内
は か る る で
運 に こ も あ
営 該 と の る
を 当 。 に 保
す す あ 育
る る っ 所
能 者 て 又

差
し
引
い
た
数
に
百
平
方
メ

も
れ た るの

な 要保
又 い 件育
は 子 をを

ど 備行
に も えう
定 の て場め 保 い合る 育 るに面 の こあ積 用 と

ト 場 て 提 外
ル 合 い 供 遊
以 は る で 戯
上 、 こ き 場
、 乳 と る は
ほ 児 。 こ 、
ふ 室 と 同
く 又 。 一
室 は の
の ほ 又
面 ふ は

場 を 者 部
及 有 省
び す 令
調 る 第
理 と 十
室 認 一
を め 号
設 ら ）
け れ 第
て る 八
い 者 条

力 で は は
を あ 、 認
有 っ 保 可
す て 育 外
る 、 士 保
も 子 で 育
の ど あ 施
で も っ 設
あ に て で
る 対 意 あ
こ す 欲 っ

ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
面
積

っ以 に 。て上 供 はで す 、あ る 満る 乳 二こ 児 歳と 室 以。 、 上ほ でふ
満く

積 く 隣
は 室 接
満 を す
二 設 る
歳 け 敷
に て 地
満 い 内
た る に
な こ あ
い と る
子 。 こ

る 各
こ 号
と に
。 掲

げ
る
資
格
を
有
す

と る 、 て
。 教 適 学

育 性 級
及 、 担
び 能 任
保 力 を
育 等 幼
並 を 稚
び 考 園
に 慮 の
保 し 教

に
三
百
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル

三室
歳そ
にの
満他
たの
な設
い備
子の
ど面
も積
のを

ど こ と
も の 。
一 場 た
人 合 だ
に に し
つ お 、
き い 次
三 て に
・ 、 掲
三 乳 げ
平 児 る

る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
の
資

護 て 諭
者 適 の
に 当 普
対 と 通
す 認 免
る め 許
子 ら 状
育 れ 又
て る は
支 も 助
援 の 教

を
加
え
た
面
積

三

保除
育く
の。
用）
には
供、
す次
るの
保

又 育

方 室 要
メ の 件
ー 面 の
ト 積 い
ル は ず
以 満 れ
上 二 に
で 歳 も
あ に 該
る 満 当

質
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ

を ） 諭
提 で の
供 あ 臨
す る 時
る こ 免
機 と 許
能 。 状
が を
総 有
合 す
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二
十
二

次
に
掲
げ

二 二 十 十
十 日 十 九 と 八
一 数 い

に 教 教 う 教
共 応 育 育 。 育
通 じ 及 及 ） 及
利 て び び を び
用 工 保 保 定 保

十 十 十
七 六 ハ五（

保
共 個 育 定教
通 々 所 員育
利 の に は及
用 子 お 、び
時 ど け 六保

十
ロ イ 四 ロ イ

遊
第 戯 前 施 運 保
十 室 号 設 動 育
二 に イ が 場 室
号 つ に 認 又 又
ロ い 掲 可 は は

十
三 ロ

た
施 な 運
設 三 二 い 動
が 学 学 子 場
保 級 級 ど 又
育 以 以 も は

る
事
項
に
留
意
し
て
、
教
育
及

時 夫 育 育 め 育
間 さ の は て に
に れ 内 、 い つ
お て 容 当 る い
い い は 該 こ て
て る 、 施 と 、
、 こ 個 設 。 子
幼 と 々 に ど
児 。 の お も
期 子 い の
の ど て 発
特 も 集 育

間 も る 十育
に に 保 人の
お 対 育 以内
け す の 上容
る る 内 は （
教 教 容 施、
育 育 に 設幼
及 及 関 の稚
び び し 所園
保 保 て 在教
育 育 厚 地育
と は 生 が

又 て げ 外 屋 遊
は は る 保 外 戯
前 、 要 育 遊 室
号 こ 件 施 戯 の
ロ の 。 設 場 面
に 限 た で の 積
掲 り だ あ 面 は
げ で し る 積 、
る な 、 場 は 満
要 い 第 合 、 二
件 。 十 は 満 歳

二 、 二 以

所 上 下 一 屋
で の の 人 外
あ 場 場 に 遊
る 合 合 つ 戯
場 き 場
合 学 学 三 の
は 級 級 ・ 面
、 数 数 三 積
次 か か 平 は
に ら ら 方 、
掲 三 一 メ 次
げ を を ー の

び
保
育
に
関
す
る
全
体
的
な

性 の 団 の
を 一 生 程
踏 日 活 度
ま の を に
え 生 経 応
、 活 験 じ
教 様 し た
育 式 た 具
活 又 期 体
動 は 間 的
の 個 が な

要
そ 、 労 過領
れ そ 働 疎（
以 の 大 地学
外 発 臣 域校
の 育 が 内教
時 の 定 で育
間 程 め あ法帯 度 た る施に に 指 場行お 応 針 合規け じ を は

号 次 歳 上
イ に 以 の
に 掲 上 子
掲 げ の ど
げ る 子 も
る 要 ど 一
要 件 も 人
件 を 一 に
を 備 人 つ
備 え に き
え て つ 一

る 差 差 ト
要 し し ル 又
件 引 引 を は
を い い 加
備 た た え に
え 数 数 た 掲
て に に 面 げ
い 八 三 積 る
る 十 十 以 場
こ 平 平 上 合
と 方 方 で の

計
画
（
以
下
「
全
体
計
画
」

内 々 子 目
容 の ど 標
の 子 も 及
充 ど ご び
実 も と そ
を が に れ
図 施 異 を
っ 設 な 達
て に る 成
い お こ す
る い と る

則る て い 、第保 一 う 二七育 貫 。 十十を し ） 人六一 て に 以条貫 行 基 上にし う づ ）規て も い で
定行 の て あ
すう で い る
るも あ る こ

て い き ・
い る 三 九
る こ ・ 八
場 と 三 平
合 。 平 方
に 方 メ
お メ ー
け ー ト
る ト ル
満 ル 以
三 以 上

。 メ メ あ 区
ー ー る 分
ト ト こ に
ル ル と 応
を を 。 じ
乗 乗 、
じ じ そ
て て れ
得 得 ぞ
た た れ
面 面

と
い
う
。
）
並
び
に
年
、
学

こ て に た
と 提 配 め
。 供 慮 に

さ し 職
れ て 員
る 行 が
サ う 行
ー も う
ビ の べ
ス で き
を あ 事

幼の る こ と
稚で こ と 。
園あ と 。
教る 。
育こ
要と
領。
を
い
う
。

歳 上 で
以 で あ
上 あ る
の る こ
子 こ と
ど と 。
も 。
の
保
育
の

積 積 又
に に は
四 三
百 百 に
平 三 定
方 十 め
メ 平 る
ー 方 面
ト メ 積
ル ー に
を ト 満

期
、
月
、
週
及
び
日
ご
と

利 る 項
用 こ （
す と 以
る 。 下
時 「
間 ね
若 ら
し い
く 等
は 」

）
及
び
保
育
所
保
育
指
針

用
に
供
す
る
保
育
室
又
は

加 ル 二
え を 歳
た 加 以
面 え 上
積 た で

面 満
積 三

歳
に
満

四
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ロ
を
す 一
る 日
こ の
と 生
。 活

二
イ 十 ホ ニ

す 五
る 満 子 共
こ 三 毎 ど 通
と 歳 日 も 利
が に の が 用
で 満 教 安 時

ハ ロ イ
い と の

活 て 一 。 子 満
動 生 日 ど 三
の 活 の も 歳
用 す 生 に に
に る 活 つ 満

二 二
十 十 ホ ニ
四 三 前

試 日 年
次 食 験 に 度
に 育 、 お の
掲 の 検 け 初
げ 推 定 る 日

ハ ロ イ の
る 指

全 こ 指 全 導
体 と 導 体 に
計 。 計 計 係
画 画 画 る
及 の に 計

様
式
又
は
利
用
時
間
を
異
に
す

き た 育 心 間
る な 及 し に
よ い び て つ
う 子 保 睡 い
家 ど 育 眠 て
庭 も は す は
と に 、 る 、
の つ 次 こ 個
連 い に と 々
携 て 掲 が の
協 は げ で 子
力 、 る き ど

供 こ 様 い た
す と 式 て な
る を 又 は い
場 踏 は 集 子
所 ま 施 団 ど
及 え 設 的 も
び 、 に に に
休 子 お 行 つ
息 ど い う い
の も て 活 て
用 に 提 動 は
に 不 供 を 健

る 進 等 年 の
事 に に 齢 前
項 関 合 を 日
に す 格 異 に
留 る す に お
意 計 る す い
し 画 こ る て
て を と 子 年
園 作 を ど 齢
舎 成 目 も を
、 し 的 に 同
保 て と よ じ

び 作 お 画
指 成 い （
導 に て 以
計 当 は 下
画 た 、 「
の っ 施 指
う て 設 導
ち は に 計
共 、 お 画
通 子 け 」
利 ど る と
用 も 教 い

る
子
ど
も
が
同
一
の
施
設
で

を 成 事 る も
十 人 項 よ の
分 に に う 生
に 対 留 に 活
図 す 意 す 様
る る し る 式
こ 依 て こ の
と 存 指 と 理
。 度 導 。 解

が す 及
極 る び

供 安 さ 充 康
す 等 れ 実 及
る を る し び
場 与 サ 、 安
所 え ー 及 全
が な ビ び を
調 い ス 年 確
和 も を 齢 保
す の 利 を し
る と 用 異 、
よ な す に 並

育 い し り く
室 る た 行 す
、 こ 知 わ る
運 と 識 れ 満
動 。 又 る 三
場 は 活 歳
又 特 動 以
は 別 と 上
屋 な を の
外 技 子 子
遊 能 ど ど

時 の 育 う
間 一 及 。
に 日 び ）
係 の 保 を
る 生 育 作
部 活 に 成
分 様 係 し
の 式 る 、
作 に 目 こ
成 配 標 れ
及 慮 及 に

生
活
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

め も 行
て の 動
高 で の
い あ 予
こ る 測
と こ に
を と 基
考 。 づ
慮 き
し 計
て 画

う る る す び
適 よ 時 る に
切 う 間 子 心
に 配 ど 身（
配 慮 以 も の
置 す 下 の 発
す る 間 達「
る こ 利 の を
こ と 用 交 助
と 。 時 流 長
。 間 を す

戯 の も も
場 修 の に
、 得 発 つ
遊 又 育 い
具 は の て
、 習 程 編
教 得 度 制
材 の に さ
等 み 応 れ
の を じ る
環 目 て 学

び し び 基
そ て 理 づ
の 、 念 い
実 活 並 て
施 動 び 適
に と に 切
当 休 施 に
た 息 設 教
っ と の 育
て の 運 及
は 調 営 び

子
ど
も
に
不
安
等
を
与
え
な

、 的
家 に
庭 環
生 境
活 を
か 整
ら 備
施 す
設 る
に こ
お と

」 図 る
と る こ
い こ と
う と が
。 が で
） で き
が き る
異 る も
な も の
る の と
子 と な

境 的 適 級
を と 切 に
整 す に よ
備 る 組 り
し こ み 集
て と 合 団
い の わ 的
る な せ に
こ い る 行
と よ こ わ
。 う と れ

、 和 の 保
ね 、 方 育
ら 緊 針 を
い 張 を す
等 感 明 る
に と ら も
準 解 か の
拠 放 に で
す 感 す あ
る と る る
こ の こ こ

い
よ
う
に
す
る

五 等
の
配
慮

け 。
る
生
活
へ
円
滑
に
接
続

ど な る
も る よ
が よ う
同 う に
一 に 、
の 工 満
施 夫 三
設 す 歳
に る 以
お こ 上

に 。 る
配 活
慮 動
す と
る 年
こ 度
と の
。 初

日
の

と 調 と と
。 和 。 。

等
を
図
る
よ
う
に
す
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イ

毎
日
の
指
導

二
十 ハ ロ イ
七 す 学

る す 校 施 小
次 等 べ 等 設 学
に の て の の 校
掲 方 の 職 所 等
げ 法 子 員 在 に

二
育 十 リ
と 六 す 図
の る 教 る
連 次 こ 育 こ
携 に と 及 と
を 掲 。 び 。
図 げ 保 こ

チ ト ヘ
の の で

子 発 状 子 施 食
ど 達 況 ど 設 事
も が を も に を
の 図 的 の お す
健 ら 確 健 け る

ホ ニ ハ
活 る

個 を 食 よ 集
々 実 事 う 団
の 践 に 工 的
子 す つ 夫 に
ど る い す 行

に
係
る
計
画
の
作
成
、
教
材
の

る に ど 相 す お
事 よ も 互 る け
項 り に の 地 る
に 、 つ 交 域 教
留 教 い 流 の 育
意 育 て を 小 に
し 委 学 積 学 円
て 員 校 極 校 滑
子 会 教 的 等 に
ど 及 育 に と 接
も び 法 進 の 続
の 小 施 め 交 す

っ る 育 の
て 事 へ 場
い 項 の 合
る に 保 に
こ 留 護 お
と 意 者 い
。 し の て

て 積 、
施 極 家
設 的 庭
に な の
お 参 信

や れ に 康 る 子
か る 把 状 睡 ど
な よ 握 態 眠 も
心 う し 、 の と
身 配 、 発 時 食
の 慮 医 育 間 事
発 す 療 の 及 を
達 る 、 状 び し
を こ 保 況 方 な
図 と 健 、 法 い
る 。 、 家 は 子
た 福 庭 、 ど

も 能 て る わ
の 力 の こ れ
状 を 望 と る
況 培 ま 。 活
に う し 動
応 食 い の
じ 育 習 中
た に 慣 で
飲 取 を 、
食 り 養 子
物 組 い ど
の む 、 も

準
備
、
研
修
等
に
必
要
な
時

教 学 行 る 流 る
育 校 規 こ 、 た
及 等 則 と 合 め
び と 第 。 同 に
保 子 十 の 、
育 ど 二 研 施
に も 条 修 設
従 に の の に
事 つ 三 実 お
す い 第 施 け
る て 一 等 る

け 加 頼
る を が
教 促 確
育 す 保
及 こ さ
び と れ
保 。 る
育 こ よ
と の う
小 場 職
学 合 員

め 祉 環 画 も
に 等 境 一 の
、 に 等 的 双
毎 関 に な 方
日 す か も が
、 る ん の 在
子 専 が と 籍
ど 門 み な し
も 的 対 ら て
の な 応 な い
状 業 に い る

摂 こ 食 が
取 と に 遊
の 。 関 び
方 す を
法 る 中
及 様 心
び 々 と
摂 な す
取 体 る
量 験 活
、 活 動

間
を
確
保
す
る
た
め
、
子
ど

者 の 項 の 教
の 情 の 活 育
資 報 指 動 及
質 を 導 を び
の 積 要 通 保
向 極 録 じ 育
上 的 の て の
を に 抄 、 内
図 共 本 施 容
っ 有 そ 設 を
て す の の 工

校 に の
及 お 間
び い の
特 て 連
別 、 携
支 す 協
援 べ 力
学 て 体
校 の 制
の 保 を
小 護 整

況 務 つ よ こ
を を い う と
的 行 て 配 に
確 う 特 慮 配
に 機 別 す 慮
把 関 な る す
握 と 配 こ る
し 連 慮 と こ
、 携 を 。 と
そ し 要 。
の て す

食 動 に
物 等 主
ア を 体
レ 通 的
ル じ に
ギ て 取
ー 食 り
へ 事 組
の を む
適 す こ
切 る と

も
の
睡
眠
の
時
間
、
休
業
日

い る 他 子 夫
る こ の ど す
こ と 子 も る
と 。 ど と こ
。 も 小 と

の 学 。
発 校
育 等
の の
状 児
況 童

学 者 備
部 が す

相 る（
以 互 こ
下 に と

理 。「
小 解
学 を
校 深
等 め
」 る

状 、 る
況 適 と
を 切 認
家 な め
庭 環 ら
と 境 れ
相 の る
互 下 子
に で ど
連 当 も
絡 該 に

な こ に
対 と よ
応 へ り
並 の 、
び 興 心
に 味 身
利 又 の
用 は 発
時 関 達
間 心 が
が を 促

等
の
活
用
、
非
常
勤
職
員

を と
記 の
載 交
し 流
た 及
資 び
料 施
を 設
送 と
付 小

と こ
い と
う が
。 で
） き
に る
お よ
け う
る 配
教 慮

し 子 つ
て ど い
、 も て
日 の 、
常 健 個
的 や 々
に か の
連 な 子
携 心 ど
を 身 も

異 高 さ
な め れ
る 、 る
こ 及 機
と び 会
に 健 が
よ 全 与
り な え
施 食 ら
設 生 れ

六
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三 三
十 十
六 五

子 前
ど 号
も の
の 選

三
よ 就 法 祉 十
う 学 第 法 四
、 の 四 （
入 始 条 昭 児
園 期 第 和 童
す に 二 三 虐
る 達 項 十 待

三 三 三
し 十 じ 十 子 十
て 三 て 二 ど 一
い 定 も
る 子 め 開 の 保
こ ど ら 園 保 育
と も れ 日 護 に
。 に て 数 者 欠

三 二
と 十 ロ十
。 九 二

条 施前
省 第 設号
令 二 のに
第 項 所規
二 に 在定

二
イ 十 ハ ロ

八 の
保 多 幼 配
護 子 様 稚 置
者 育 な 園 、
自 て サ の 勤
身 支 ー 教 務

健 考
康 を
及 行
び う
安 に
全 当
を た
確 っ
保 て
す は
る 、
た 県

子 す に 九 の
ど る 規 年 防
も ま 定 法 止
の で す 律 等
選 の る 第 に
考 も 障 百 関
を の 害 二 す
公 を 児 十 る
正 い 及 九 法
に う び 号 律
行 。 発 ） （
っ ） 達 第 平

対 い 及 の け
す る び 労 る
る こ 開 働 子
保 と 園 時 ど
育 。 時 間 も
を 間 そ に
提 は の 対
供 、 他 す
す 保 の る
る 育 家 保
施 に 庭 育
設 欠 の の

条 規 すす
各 定 るる
号 す 地事
に る 域業
掲 特 にを
げ 定 お担
る 非 い当
事 営 てす
業 利 子る
の 活 育職
ほ 動 て員
か 法 を

の 援 ビ 諭 の
育 事 ス の 体
児 業 を 普 制
に は 提 通 の
係 、 供 免 整
る 次 す 許 備
能 に る 状 等
力 掲 た 又 の
の げ め は 方
向 る に 助 策
上 事 必 教 を
を 項 要 諭 講

め 及
に び
、 市
防 町
災 と
、 の
防 連
犯 携
等 を
の 図
体 っ

て そ 障 十 成
い の 害 七 十
る 他 者 条 二
こ 保 支 の 年
と 育 援 配 法
。 を 法 偶 律

提 者 第（
供 平 の 八
す 成 な 十
る 十 い 二
上 六 者 号

を け 状 時
保 る 況 間
護 子 を は
者 ど 考 、
が も 慮 一
適 に し 日
切 対 て に
に す 定 つ
選 る め き
択 保 た 八
で 育 時 時

は
、 人 支、
施 そ 援保
設 の す育
が 他 るに
有 の 活関
す 団 動す
る 体 そる 教 又 の相 育 は 他談 及 個 の及 び 人 様

積 に な の ず
極 留 知 臨 る
的 意 識 時 こ
に し 及 免 と
支 て び 許 。
援 実 能 状
す 施 力 を
る さ を 有
こ れ 職 す
と る 員 る
。 も に 者

制 て
及 い
び る
補 こ
償 と
の 。
制
度
を
整
備

で 年 で ）
特 法 現 第
別 律 に 十
の 第 児 三
配 百 童 条
慮 六 を の
が 十 扶 二
必 七 養 第
要 号 し 一
と ） て 項
認 第 い に

き を 間 間
る 適 で で
よ 切 あ あ
う に る る
、 提 こ こ
施 供 と と
設 で 。 。
に き た
お る だ
い よ し
て う 、

び 保 と 々指 育 連 な導 の 携 活の 機 し 動業 能 、 を務 を そ 行を 発 の っ行 揮 能 てう す 力 い
の る を る
に 事 活 特

の 習 と
で 得 保
あ さ 育
る せ 士
こ る と
と た の
。 め 相

の 互
研 の
修 理
に 解

し
て
い
る
こ
と
。

め 二 る 規
ら 条 も 定
れ 第 の す
る 二 の る
子 項 子 家
ど に ど 庭
も 規 も に
の 定 、 属
利 す 障 す
用 る 害 る
が 発 の 子

提 、 こ
供 保 れ
さ 護 に
れ 者 よ
る の り
サ 就 難
ー 労 い
ビ の 場
ス 状 合
の 況 に
内 そ あ

必 業 用 定
要 を す 非
な 実 る 営
相 施 こ 利
当 す と 活
の る 。 動
知 よ 促
識 う 進
及 努 法
び め （
経 て 平

係 を
る 図
適 る
切 こ
な と
計 。
画
を
作
成
し

七

排 達 あ ど
除 障 る も
さ 害 子 、
れ 児 ど 母
る の も 子
こ う 及（
と ち 児 び
の 小 童 寡
な 学 福 婦
い 校 祉 福

容 の っ
そ 他 て
の の は
他 地 、
の 域 保
情 の 育
報 実 に
を 情 欠
公 に け
に 応 る

験 い 成
を る 十
有 こ 年
す と 法
る 。 律
者 第
で 七
あ 号
る ）
こ 第

、
実
施
す
る
こ
と
。
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公
に
し
て
い
る
こ

七 六
ロ イ ロ イ

子 幼
ど 保 前 保 前 前
も 育 条 連 条 条
に 室 第 携 第 第
対 又 十 施 十 十
す は 二 設 二 二

五 四 三 二
認

幼 幼 幼 学 め
保 保 保 級 ら
連 連 連 担 れ
携 携 携 任 る
施 施 施 は も
設 設 設 、 の

第
一 く 四

困 び 。 物条
難 認 職 ） の
で 可 員 の 配法
あ 外 の 規 布第
る 保 う 定 そ三
も 育 ち の の条
の 施 共 例 他第

四 三 三 三
十 十 と 十十

九 。 七八
毎
年 施 食施
一 設 事設
回 の のが
以 設 提提

と
。

る 遊 号 が 号 号
保 戯 イ 幼 ロ イ
育 室 及 稚 又 又
を の び 園 は は
提 面 ロ 及 同 同
供 積 に び 条 条
す は 掲 認 第 第
る 、 げ 可 十 十
施 満 る 外 三 三
設 二 要 保 号 号
を 歳 件 育 ロ イ
保 以 施 に に

が の に 幼 ）
幼 長 長 稚 で
稚 は を 園 あ
園 、 一 の る
及 幼 人 教 こ
び 保 置 諭 と
保 連 い の 。
育 携 て 普
所 施 い 通
で 設 る 免
構 を こ 許
成 一 と 状

に 設 通 に 適二
あ で 利 よ 切項
っ 構 用 る な第
て 成 時 ほ 方三
は す 間 か 法号
、 る 以 、 にの
幼 も 外 次 よ条
稚 の の に り例
園 に 時 掲 公で
の 限 間 げ 表定
教 る 帯 る すめ
諭 。 に と る

上 置 供供
、 者 はす
自 は 、る
ら 、 第サ
管 施 九ー
理 設 号ビ
及 の のス
び 管 調に
運 理 理つ
営 及 室い
の び でて
状 運 調

護 上 設 掲 掲
者 で で げ げ
が 満 構 る る
適 三 成 要 要
切 歳 す 件 件
に に る
選 満 も
択 た の
で な で
き い あ
る 子 る

す 体 。 又
る 的 は
も に 助
の 管 教
で 理 諭
あ し の
る 、 臨
場 及 時
合 び 免
は 運 許
、 営 状

る
の ） お お こ認
普 で い り と定
通 あ て と 。の
免 っ 保 す 基許 て 育 る 準状 共 に 。 は又 通 従 、は 利 事 前助 用 す 条教 時 る （諭 間 も

、
況 営 理利
の に す用
評 必 る者
価 要 方等
を な 法か
行 経 にら
う 済 よのこ 的 っ苦と 基 て情そ 礎 いがの を る

よ ど 場
う も 合
、 一 は
幼 人 、
保 に 次
連 つ に
携 き 掲
施 一 げ
設 ・ る
に 九 要
お 八 件

次 し を
に て 有
掲 い す
げ る る
る こ 者
要 と で
件 。 あ
を る
備 こ
え と
て 。

第の 以 の 五臨 外 は 号時 の 、 か免 時 保 ら許 間 育 第状 帯 士 七を に （ 号有 お そ ます い の
でる て 所
、者 保 在

適他 有 こ切の す とか措 る 。つ置 者 迅を で 速講 あ にじ る 解、 こ 決そ と さの 。
れ結

い 平 を
て 方 備
提 メ え
供 ー て
さ ト い
れ ル る
る 以 こ
サ 上 と
ー で 。
ビ あ
ス る

い
る
こ
と
。

第で 育 地
十あ に が
二っ 従 過
号て 事 疎
か意 す 地
ら欲 る 域
第、 者 内
十適 を で
四性 保 あ
号、 育 る
ま能 士 幼

る果
よを
う、
に遅
す滞
るな
たく
め、
にイ
必ン
要タ

の こ
内 と
容 。
そ
の
他
の
情
報
を

で力 で 保
及等 あ 連
びを る 携
第考 者 施
三慮 と 設
十し す （
三て る 幼
号適 こ 稚
を当 と 園

と が 及 除

なー
方ネ
策ッ
をト
講の
じ利
て用
い、
る印

刷 こ

八



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

１ （
施

こ 行
の 期
条 日
例 ）
は
、
公

第
に け 二「
該 省 た 条

附 当 令 日
す 」 か 知

則 る と ら 事
者 い 起 は
に う 算 、
限 。 し 精

第 山（ （
報 項 一 趣 口
告 の 条 旨 県
の 規 ） 精 条
徴 定 こ 神 例
収 に の 科 第
） 基 条 病 五

づ 例 院 十
き は に 六

精 盲
平 神 学
成 科 校
十 病 、

ろ八 院 聾う

年 に 学
十 入 校
二 院 及

２ １（ （
経 施

平 過 こ 行
成 措 の 期 附
十 置 条 日
九 ） 例 ） 則
年 は
三 、
月 公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

る ） て 神
。 第 五 科
） 二 年 病
の 十 を 院
症 条 経 の
状 の 過 管
及 三 し 理
び に な 者
省 規 い （
令 定 も 法
第 す の 第
二 る 又 三

、 、 入 号
精 精 院
神 神 中
科 保 の
病 健 任
院 及 意
に び 入
入 精 院
院 神 者
中 障 の
の 害 症
任 者 状

月 中 び
十 の 養
九 任 護
日 意 学

入 校
院 」
者 と
の す
症 る

。状
等
の

三 布
十 の
一 日
日 か
ま ら
で 施
の 行
間 す
に る
お 。
け
る

十 者 は 十
条 に 精 八
の 限 神 条
五 る 保 の
各 。 健 七
号 ） 及 第
に に び 一
規 対 精 項
定 し 神 、
す 、 障 第
る 当 害 二

意 福 等
入 祉 の
院 に 報
者 関 告
の す に
症 る 関
状 法 す
等 律 る
の 条（
報 昭 例
告 和

報
告
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ

第
三
条
第
二
十
六
号
の
規
定

事 該 者 項
項 精 福 若
に 神 祉 し
つ 科 に く
い 病 関 は
て 院 す 第
定 に る 四
期 入 法 項
に 院 律 の
報 中 施 規
告 の 行 定

に 二
つ 十
い 五
て 年
必 法
要 律
な 第
事 百
項 二
を 十
定 三

に
公
布
す
る
。

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号

す 任 規 に
る 意 則 よ
こ 入 る（
と 院 昭 命
を 者 和 令
求 二 を（
め 省 十 受
る 令 五 け
も 第 年 た
の 二 厚 者
と 十 生 で

め 号
る 。
も 以
の 下
と 「
す 法
る 」
。 と

い
う
。

山
口
県
知
事

二

中
「
及
び
特
別
支
援
学
校
」

九

す 条 省 あ
る の 令 っ
。 四 第 て

に 三 、
規 十 当
定 一 該
す 号 命
る 。 令
基 以 を
準 下 受

）
第
三
十
八
条
の
二
第
三

井

関

成

と
あ
る
の
は
、
「
並
び
に



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

２ （
正 の い 職 経
す 間 て 員 一 過
る は の の 般 措
条 、 こ う 職 置
例 同 の ち の ）

項 条 そ 職（
平 の 例 の 員
成 規 に 者 の

１ 削（
施 る 第

こ 行 。 九
の 期 附 条
条 日 第
例 ） 則 三
は 項
、 中
平 「

号 山
給 第 一 口
の 八 般 県
」 条 職 一 条
を の の 般 例
加 二 職 職 第
え 第 員 の 五
、 一 の 職 十

項 給 員 七「

２ （
一 経

平 般 平 過
成 職 成 措
十 の 十 置
八 職 八 ）
年 員 年
十 の 十
二 給 二

十 定 よ の 給
七 中 る 受 与
年 改 け に「
山 職 正 る 関
口 務 後 給 す
県 の の 料 る
条 級 一 月 条
例 に 般 額 例
第 お 職 と 等
百 け の 当 の
四 る 職 該 一
号 最 員 給 部

成 の
十 う
九 ち
年 二
四 人
月 ま
一 で
日 」
か を
ら 削
施 り
行 、

こ 中 与 の 号
え に 給「
な 基 関 与
い き す に
」 人 る 関
を 事 条 す

委 例 る「
超 員 条（
え 会 昭 例
な の 和 の
い 」 二 一
」 を 十 部

月 与 月
十 に 二
九 関 十
日 す 二

る 日
条 ま
例 で
の の
一 間
部 に
を お
改 け

） 高 の 料 を
附 の 給 の 改
則 号 与 額 正
第 給 に と す
十 の 関 の る
六 給 す 合 条
項 料 る 計 例
の 月 条 額 （
規 額 例 が 平
定 」 第 、 成
に と 八 そ 十

す 「
る そ
。 れ

ぞ
れ
」
を
「
一
人
に

に 六 を「
改 基 年 改
め づ 山 正
る い 口 す
。 て 県 る

人 条 条
事 例 例
委 第
員 二
会 号
が ）

正 る
す こ
る の
条 条
例 例
を の
こ 規
こ 定
に の
公 適
布 用

よ あ 条 の 七
る る の 者 年
給 の 二 の 山
料 は 第 属 口
の 、 二 す 県
額 項 る 条「
と 給 の 職 例
の 料 規 務 第
合 月 定 の 百
計 額 の 級 四
額 と 適 に 号

つ
き
」
に
改
め
、
「
、
そ
の

」 の
に 一
改 部
め を
、 次
同 の
条 よ
第 う
二 に
項 改
中 正

す に
る つ
。 い

て
は
、
「
精
神
科
病

」 一 用 お ）
と 般 に け 附
す 職 つ る 則
る の い 最 第
。 職 て 高 十

員 は の 六
の 、 号 項
給 平 給 の
与 成 の 規
に 二 給 定
関 十 料 に

他
の
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は

す 山「
月 る 口額 。
は 県
、 知」
の 事
下
に

二「
職

院
」
と
あ
る
の
は
、
「
精
神

す 三 月 よ
る 年 額 る
条 三 を 給
例 月 超 料
等 三 え を
の 十 る 支
一 一 職 給
部 日 員 さ
を ま に れ
改 で つ る

一
人
に
つ
き
五
千
円
」
を

務
の 井
級
に
お 関
け
る
最 成
高
の

病
院
」
と
す
る
。

一
〇



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

職
平 員
成 の
十 勤
八 務
年 時
十 間
二 、

る 校 成 え
。 二 る職

十 学員
三 校の
年 職給
三 員与
月 にに
三 つ関

２ １（ （
給 経 施
さ 一 過 こ 行
れ 般 措 の 期 附
る 職 置 条 日
学 に ） 例 ） 則
校 属 は
職 す 、
員 る 平

を の
削 第 号 第 一
る 十 給 十 般
。 一 の 条 職

条 」 の に
第 を 二 属
三 加 第 す
項 え 一 る
中 、 項 学

山
口 一
県 平 般

一 条 成 職
般 例 十 に
職 第 八 属
に 五 年 す
属 十 十 る
す 八 二 学

月 休
十 日
九 及
日 び

休
暇
に
関
す
る
条
例

十 いす
一 てる
日 の条
ま こ例
で のの
の 条一
間 例部
は にを
、 よ改
同 る正
項 改す
の 正

の 学 成
う 校 十
ち 職 九
そ 員 年
の の 四
者 給 月
の 与 一
受 に 日
け 関 か
る す ら
給 る 施
料 条 行

中 校「 「
の こ 職「
う え 基 員
ち な き の
二 い 、 給
人 」 人 与
ま を 事 に
で 委 関「
」 超 員 す
を え 会 る
削 な の 条
り い 」 例

る 号 月 校
学 十 職
校 九 員
職 日 の
員 給
の 与
給 に
与 関
に す
関 る
す 条
る 例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

る
規 後条
定 の例
中 一（

般平 「
職 職成 務 に十 の 属七 級 す年 に る山 お 学口 け 校

月 例 す
額 の る
と 一 。
当 部
該 を
給 改
料 正
の す
額 る
と 条
の 例

、 」 を （
に 昭「 「

そ 改 基 和
れ め づ 二
ぞ る い 十
れ 。 て 七
」 人 年
を 事 山

委 口「
一 員 県
人 会 条

条 の
例 一
の 部
一 を
部 改
を 正
改 す
正 る
す 条
る 例
条 を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

県 る 職条 最 員例 高 の第 の 給百 号 与五 給 に号 の 関） 給 す
附 料 る
則 月 条
第 額 例

合 （
計 平
額 成
が 十
、 七
そ 年
の 山
者 口
の 県
属 条
す 例

に が 例
つ 」 第
き に 六
」 改 号
に め ）
改 、 の
め 同 一
、 条 部

第 を「
、 二 次
そ 項 の

例 こ
こ
に
公
布
す
る
。

十 」 第
四 と 十
項 あ 条
の る の
規 の 二
定 は 第
に 、 二
よ 項「
る 給 の
給 料 規
料 月 定

る 第
職 百
務 五
の 号
級 ）
に 附
お 則
け 第
る 十
最 四
高 項

の 中 よ
他 う「
の 月 に
扶 額 改
養 は 正
親 、 す
族 」 る
に の 。
つ 下
い に
て

山
口
県
知
事

二

一
一

の 額 の
額 と 適
と 一 用
の 般 に
合 職 つ
計 に い
額 属 て
」 す は
と る 、
す 学 平

の の
号 規
給 定
の に
給 よ
料 る
月 給
額 料
を を
超 支

「
は 職
一 務
人 の
に 級
つ に
き お
五 け
千 る
円 最
」 高

井

関

成



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

山
口
県
病
院
事
業
の

第
こ 第 第 五
の 十 十 条
条 附 七 条
例 条 中 削
は 則 中 除「
、 、「
平 、 休
成 第 息

山
第 学 口
五 校 県
条 職 学 条
を 員 校 例
次 の 職 第
の 勤 員 六
よ 務 の 十
う 時 勤 号

第
学 こ 七

平 校 の 条
成 職 条 附
十 員 例 削
八 の は 則 除
年 勤 、
十 務 平
二 時 成

山
第 職 口
七 員 県
条 の 職 条
を 勤 員 例
次 務 の 第
の 時 勤 五
よ 間 務 十
う 、 時 九

設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

十 五 時
九 条 間
年 」 」
四 を を
月 削 削
一 る り
日 。 、
か 「
ら 並
施 び
行 に
す 第

に 間 務
改 、 時
め 休 間
る 日 、
。 、 休

休 日
暇 、
等 休
に 暇
関 等
す に
る 関

月 間 十
十 、 九
九 休 年
日 日 四

、 月
休 一
暇 日
等 か
に ら
関 施
す 行
る す

に 休 間 号
改 日 、
め 及 休
る び 日
。 休 及

暇 び
に 休
関 暇
す に
る 関
条 す
例 る

を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

る 四
。 条

か
ら
第
七
条
ま
で
」
を

条 す
例 る

条（
昭 例
和 の
四 一
十 部
六 を
年 改
山 正
口 す

条 る
例 。
の
一
部
を
改
正
す
る
条

条（
昭 例
和 の
二 一
十 部
八 を
年 改
山 正
口 す
県 る
条 条

公
布
す
る
。

「
、
第
四
条
、
第
六
条
並
び

県 る
条 条
例 例
第
三
十
号
）
の
一
部

例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

例 例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次

に
第
七
条
」
に
改
め
る
。

を 山
次 口の
よ 県
う 知に
改 事
正
す
る 二
。

の 山
よ 口う
に 県
改 知正
す 事
る
。

二

井

関

成

井

関

成

一
二



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

１ （
施

こ 行
の 期
条 日
例 ）
は
、
公

ら 十
第 別 七 第
八 表 号 三

附 項 第 」 条
ま 二 に 第

則 で の 、 三
及 備 項「
び 考 中「
省 中 法 「

山
山 口 山
口 県 平 口
県 山 条 成 県
警 口 例 十 警
察 県 第 八 察
職 警 六 年 職
員 察 十 十 員
賞 職 二 二 賞

床
」 こ 第
を の 二

条 附 条「
一 例 第
八 は 則 二
〇 、 項
床 平 の
」 成 表

山
山 口
口 県 平
県 山 条 成
病 口 例 十
院 県 第 八
事 病 六 年
業 院 十 十
の 事 一 二

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令 」 地「
第 法 を 方
二 第 公「
十 二 務「
六 十 省 員
条 九 令 災
の 条 」 害
五 第 に 補
第 二 、 償
二 項 法「
項 か ） （
」 ら 別 昭

じ 員 号 月 じ
ゆ 賞 十 ゆ
つ じ 九 つ
金 ゆ 日 金
支 つ 支
給 金 給
条 支 条
例 給 例

条 の（
昭 例 一
和 の 部
二 一 を

に 十 山
改 八 口
め 年 県
る 十 立
部 二 こ
分 月 こ
は 二 ろ
、 十 の
規 三 医
則 日 療
で か セ
定 ら ン

設 業 号 月
置 の 十
等 設 九
に 置 日
関 等
す に
る 関
条 す
例 る

条（
昭 例
和 の

に 第 表 和
改 六 」 四
め 項 を 十
る ま 二「
。 で ） 年

」 別 法
を 表 律

第 第「
地 三 百
方 」 二
公 に 十

十 部 改
を 正九
改 す年
正 る山
す 条口
る 例県
条 を条
例 こ例

こ第
に三
公十

め 施 タ
る 行 ー
日 す の
か る 項
ら 。 中
施 た 「
行 だ 二
す し 〇
る 、 〇
。 第 床

二 」

四 一
十 部
一 を
年 改
山 正
口 す
県 る
条 条
例 例
第
四

務 、 一
員 号「
災 各 」
害 等 を
補 級 「
償 」 地
法 を 方

公（ 「
昭 各 務
和 障 員
四 害 災

布七
す号
る）
。の

一
部
を
次
の
よ
う

条 を
第 「
二 一
項 八
の 〇
表 床
山 」
口 に
県 、
立 「
こ 精

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

十 等 害
二 級 補
年 」 償
法 に 法
律 改 施
第 め 行
百 る 規
二 。 則
十 （
一 昭
号 和

に 山
改 口正
す 県
る 知。

事

二

こ 神
ろ 病
の 院
医 」
療 を
セ 「
ン 精
タ 神
ー 科
の 病
項 院

う 山
に 口改
正 県
す 知る
。 事

二

一
三

） 四
第 十
二 二
十 年
九 自
条 治
第 省
五 令
項 第
か 二

井

関

成

の 」
改 に
正 改
規 め
定 る
中 。
「
二
〇
〇

井

関

成
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１

こ
の
条
例
は
、
公

条 官（ 「
施 第 の 別 各
行 二 職 表 障
期 附 項 務 第 害
日 」 に 二 等
） 則 に 協 の 級

改 力 備 」
め 援 考 に
る 助 １ 改

官 山
の 第 警 口
職 六 察 県
務 条 官 条
に 第 の 例
協 一 職 第
力 項 務 の 六
援 中 に 職 十
助 協 務 三「

の （
平 規 昭
成 定 和
十 の に 四
八 職 か 十
年 務 か 二
十 に わ 年
二 協 ら 自

３ ２ （
第 以 経

平 後 改 過二
成 に 正 措の
十 支 後 置規
八 給 の ）定
年 す 山の
四 べ 口適
月 き 県用

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

。 し 中 め
た る「
者 政 。
の 令
災 」
害 を
給 「
付 施
に 行
関 規
す 則
る 」

し 警 力 に 号
た 察 援 協
者 官 助 力
の の し 援
災 職 た 助
害 務 者 し
給 に の た
付 協 災 者
に 力 害 の
関 援 に 災
す 助 係 害
る し る に

月 力 ず 治
十 援 、 省
九 助 同 令
日 し 表 第

た に 二
者 定 十
の め 七
災 る 号

第害 ）
八に 別
級係 表
にる 第

一 事 警に
日 由 察つ
か が 職い
ら 生 員て
こ じ 賞は
の た じ、
条 賞 ゆ当
例 じ つ該
の ゆ 金支
施 つ 支給
行 金 給の
の に 条

法 に
律 、
施 「
行 等
令 級

」（
昭 を
和 「
二 障
十 害
七 等

法 た 見 係
律 者 舞 る
施 の 金 見
行 災 の 舞
規 害 支 金
則 給 給 の

付 に 支（
平 に 関 給
成 関 す に
十 す る 関
八 る 条 す

該 三見
舞 当 の
金 す 第
の る 七
支 障 級
給 害 の
に と 項
関 す 第
す る 五
る 。 号
条 に

事
日 つ 例由
の いと （
属 て 以な
す 適 下る
る 用障 「
月 し 改害 の 、 正が 末 同 後ひ脾 日 日 の臓 ま 前 条又 で に 例

年 級
政 」
令 に
第 改
四 め
百 、
二 同
十 備
九 考
号 ２
） 中

年 法 例 る
国 律 条（
家 施 平 例
公 行 成 の
安 令 十 一
委 五 部（
員 昭 年 を
会 和 山 改
規 二 口 正
則 十 県 す
第 七 条 る

例 該
の 当
一 す
部 る
を 障
改 害
正 が
す あ
る る
条 場
例 合

は の 支 」一 間 給 と側 に す いの 支 べ うじ腎ん 給 き 。臓 の 事 ）を 事 由 第
失 由 が 三
っ が 生 条
た 生 じ 第
も じ た 三

第 「
七 政
条 令
第 第
五 七
項 条
か 第
ら 二
第 項
八 か
項 ら

二 年 例 条
十 政 第 例
三 令 四
号 第 号
。 四 ）
以 百 の
下 二 一

十 部「
施 九 を
行 号 次
規 。 の

山 を を
こ 除口 こ く

県 に 。
公 ）知 布 に

事 す お
る け
。 る

二 当
該

の た 賞 項
で 障 じ 及
あ 害 ゆ び
る 者 つ 別
場 賞 金 表
合 じ に 第

ゆ つ 二（
地 つ い の
方 金 て 規
公 に は 定
務 関 、 は

ま 第
で 六
及 項
び ま
施 で
行 」
規 を
則 「
第 警
二 察

則 以 よ
」 下 う
に に「
、 政 改

令 正「
各 」 す
等 を る
級 。「
」 警
を 察

障
害井
は
、

関 同
令
別

成 表
第
三

員 す な 、
災 る お 平
害 改 従 成
補 正 前 十
償 後 の 八
法 の 例 年
施 条 に 四
行 例 よ 月
規 別 る 一
則 表 。 日

一
四
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く の
。 災
） 害
に 給
お 付
け に
る 関
当 す

３ ２ （
備 第 経
考 平 二 改 過
１ 成 の 正 措
の 十 規 後 置
規 八 定 の ）
定 年 は
の 四 、
適 月 平

該 る
障 法
害 律
は 施
、 行
同 規
規 則
則 （
別 平
表 成
第 十
二

用 一 成 の
に 日 十 職
つ か 八 務
い ら 年 に
て こ 四 協
は の 月 力
、 条 一 援
当 例 日 助
該 の か し
支 施 ら た
給 行 適 者
の の 用 の八

の 年
規 国
定 家
に 公
か 安か 委わ 員ら 会ず 規、 則同

事 日 し 災
由 の 、 害
と 属 同 に
な す 日 係
る る 前 る
障 月 に 見
害 の 支 舞
が 末 給 金

ひ脾 日 の の
臓 ま 事 支
又 で 由 給第表 二に 十定 三め 号る ）八 別級 表に 第該

二当
のす

は の が に
一 間 生 関
側 に じ す
の 支 た る

じ腎 給 障 条ん

臓 の 害 例
を 事 見 （
失 由 舞 以
っ が 金 下
た 生 に 「
も じ つ 改

七る
級障
の害
項と
第す
五る
号。
に
該
当
す

の た い 正
で 障 て 後
あ 害 は の
る 見 、 条
場 舞 な 例
合 金 お 」

に 従 と（
警 関 前 い
察 す の う
官 る 例 。
の 改 に ）

一
五

る
障
害
が
あ
る
場
合
を
除

職 正 よ 第
務 後 る 六
に の 。 条
協 条 第
力 例 一
援 別 項
助 表 及
し 第 び
た 二 別
者 の 表
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